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第1章問題の提起

金銭債権に関する紛争は、債権者(であると主

張する者)が、債務者に対して、その支払いを求

める給付訴訟を提起することによって争われるの

が通常である。かかる訴訟において、債権の不成

立、あるいは弁済などによる消滅が認められた場

合には、請求は棄却され、当該債権の不存在は既

判力によって確定されることになるので、債務者

(として債権者と主張する者から請求を受けてい

る者)としても、かかる訴訟において自己の主張

を述べることによって、当該債権に関する紛争を

解決することが可能である。しかしながら、給付

訴訟を提起するかどうかは債権者の自由な判断に

委ねられているのであるから、このような紛争解

決の手段が常に債務者に与えられるわけではない。

債権者が給付訴訟を提起しない場合において、債

務者が当該債権についての紛争を訴訟によって解

決するためには、自らが原告となって債務不存在

確認訴訟を提起することになる。このように債務

不存在確認訴訟は、本来は給付訴訟によって解決

されるべき紛争について、債務者が原告となって

提起するものであり、債務不存在確認訴訟は給付

訴訟の反対形相であるとした三ヶ月博士の表現は、

債務不存在確認の性質を端的に表す言葉として非

常に有名である1。

そのような債務不存在確認訴訟であるが、給付

訴訟とは原告と被告が入れ替わっていることに起

因して、給付訴訟にはない問題点、がいくつか存在

する。そのうちのひとつに、原告である債務者が

債務の不存在を主張している場合において、裁判

所が債務の存在を認めた場合や、原告である債務

者が債務の額を争っている場合において、裁判所

が原告の主張よりも大きい債務の額を認めた場合

に、裁判所はいかなる判決をすべきか、というも

のがある。 1つの考え方は裁判所が認めた債権額

について一部認容判決をすべきというものであり、

もう 1つの考え方は請求棄却判決をすべきという

ものである。最高裁は最判昭和4昨年9月17日にお

いて、前者の立場に立ち、後者の立場から原告の

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

請求を棄却した原審を破棄して差戻している。一

方で、東京地判平成4年1月31日は、後者の立場

に立ち、債務の額が原告の主張よりも大きいと認

められることから、その債務の額を特定すること

なく、請求を棄却している。本稿は、昭和40年判

例が出た後にも後者の立場に立った裁判例が存在

することに注目し、昭和40年判例の意義を明らか

にしつつ、債務不存在確認訴訟の構造について考

察を加えることを目的とするものである。

第2章楊判例の副向

第1節量判昭和40年9月17目(民集19巻6号

1533買)'の事藁と判旨

[事案]

原告は被告との聞で110万円の金銭消費貸借契約

を締結し、その貸し渡しをうけたものであるが、

かかる債務のうち95万円は弁済により消滅したと

して、 「原告の被告に対する残存元本は15万円を

超えて存在しないこと」の確寵を求める債務不存

在確認訴訟を提起した。被告は弁済のうちの一部

は元本ではなく利息債務に充当されたものである

と主張し、第一審裁判所および原審はこの主張を

認め、残存元本が15万円を超えることは明らかで

あるとして、残存元本の額を確定することなく原

告の請求を棄却した。これに対して原告が最高裁

に上告したのが本訴訟である。

[判旨]

最高裁は、本件請求の趣旨および請求の原因な

らびに本件一件記録によると、本件訴訟において

本件貸金債務について不存在の確認を求めている

申立の範囲(訴訟物)は、その元金として残存す

ることを自認する15万円を本件貸金債権金110万円

から控除した残額金釘万円の債務額の不存在の確

認であるとしたうえで、そうであるならば本件申

立の範囲(訴訟物)である前記貸金残額の存否な

いしその限度を明確に判断しなければならないと

して、債権額を特定することなく請求を棄却した

原審を破棄して差戻した。なお、以下ではこの判
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決を昭和40年判決という。

軍2節下級膏裁判例の動向

1 東京地判平成4年1月31日以前

本稿を執筆するにあたり、金銭債務不存在確認

訴訟の実態、すなわちどういった紛争に関して提

起きれ、どのような判決がなされているかについ

て、具体的な裁判例にあたって調査を行った九

まず、債務の性質についてみると、昭和50年前

半を境に、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴

訟物とする事件曲者激増する40 昭和50年までは、交

通事故を原因とする損害賠償請求権を訴訟物とす

る事件は、 33件中2件 (6.1%)に過ぎなかったの

に対して、昭和50年から昭和60年になると、 35件

中22件 (62.9%)と激増し、それ以降も、交通事故

を原因とする損害賠償請求権を訴訟物とする事件

は60%から70%の割合を占め続けている。交通事

故を原因とする損害賠償請求権を訴訟物とする債

務不存在確認訴訟の急増という現象は、いくつか

の文献においても指摘されておりへその原因とし

ては、①被害者が多額の賠償金を得ょうとして、

執揚かっ強硬に法外な請求を行う場合が多くなっ

ていること、②被害者の治療を行う医療機関が、

被害者の愁訴に無批判に応えて不必要な治療を行

っているのではないかという疑いが持たれ、この

ような医療機関に対するけん制手段として、債務

不存在確認訴訟が利用されることがあること、③

加害者側、特に保険会社やその代理人である弁護

士が、被害者の治療内容などについて十分に調査

せず、あるいは被害者と事前に交渉もしないで、

事故後一定期聞が経過したことを基準として、機

械的に債務不存在確認訴訟を提起することがある

こと、の3つが推測として指摘されている九この

いずれの理由も、ある時を境に劇的に変動するよ

うな性質のものではないので、交通事故を原因と

する損害賠償請求権を訴訟物とする事件の急激な

増加の説明としては十分とは言えないようにも感

じる。しかし、事実として、前記最高裁判決がな

された昭和40年においては、交通事故を原因とす

る損害賠償請求権を訴訟物とする事件はほとんど
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みられなかったのである。

それゆえ、昭和40年判決は、交通事故を原因と

する損害賠償請求権を訴訟物とする債務不存在確

認訴訟を念頭においてなされたものではないと考

えられ、学説上も交通事故を原因とする損害賠償

請求権を訴訟物とする事件については、昭和40年

判決とは異なる取り扱いをすべき余地があるとす

るものも現れていた o

しかしながら、実際の裁判例においては、交通

事故を原因とする損害賠償請求権を訴訟物とする

事件においても、昭和40年判決と同様に、債権額

を特定して一部認容判決をするものばかりであっ

て、ょうやく東京地判平成4年1月31日において、

昭和40年判決とは異なる取り扱いをすべきとする

裁判例が出るに至ったのである。

2 東京地判平成4年 1月31日(判時1418号

109頁)の事案と判旨

[事案]

原告は自動車を運転中に自転車に乗っていた被

告と衝突し、被告を転倒させて傷害を負わせてし

まった。原告は自己に過失があることは認め、被

告の治療費については被告に代わって病院に支払

ったほか、慰謝料として10万円を支払うことを認

めたが、被告に休業損害はないとしてその賠償は

拒絶した。すなわち、被告は「ホテル草月Jとい

う名称のホテルを経営しており、その休業損害の

賠償を求めたのであるが(ただしその額を具体的

に特定して請求したわけではない)、被告は確定申

告をしておらず、その他の収入を証する資料もな

いことに加え、本件事故により休業したことを証

する資料もないことから、被告に休業損害はない

と主張したのである。原告は、 「原告は被告に対

する本件事故に基づく不法行為を原因とする損害

賠償債務は10万円及ぴこれに対する平成元年7月

6日から支払済まで年5分の割合による金員支払

債務を超えては存在しないとと」の確認を求めて

出訴した。

なお、本件訴訟の提起に先立つて、本件事故に

ついて裁判所に民事調停の申立がなされ(どちら



が申し立てたかは不明であるが、おそらくは原告

ではないかと推測される)、いくらかの休業損害が

あるとの調停案が提示されたようであるが(判決

文にその事実が記載されているが、その額がいく

らであったかは不明)、当事者の合意が得られなか

ったために(どちらの同意が得られなかったのか

は不明であるが、本件における原告の主張を見る

限り、少なくとも原告は同意しなかったものと推

測される)、調停は不調に終わったようである。

また、本件訴訟は、原告側には代理人がついた

が、被告側は本人訴訟であったようである。

[判旨]

裁判所は、損害賠償債務の一部不存在確認訴訟

においては、貸金債務のそれとは異なり、損害額

の算定に関して裁判所にかなりの裁量が認められ

ており、加害者側である原告は勿論被害者側であ

る被告においても、その損害額を正確に把握する

ことは困難であることから、 不法行為に基づく損

害賠償債務の一部不存在確寵訴訟においては、貸

金債務の一部不存在確認訴訟におけるとは異なっ

た考慮が必要である、と述べた上で、損害賠償債

務の一部不存在確認訴訟においては、貸金債務の

一部不存在確認訴訟とは異なり、被告の対応に応

じて原告の主張する不存在額を超える損害が生じ

ているかどうかだけを判断し、損害が原告の主張

する損害を下回っているときはその請求を認容し、

超えているときは請求を棄却することで足りると

して、本件において被告がホテル経営により何が

しかの利益を得ていると認められるので、被告に

いくらかの休業損害が生じていることは明らかで

あるとして、その額を確定することなく請求を棄

却した。

3 東京地判平成4年1月31日以降の裁判例の動

向

平成4年判決において、不法行為に基づく損害

賠償請求権を訴訟物とする事件においては昭和40

年判決の射程は及ばないという解釈論が示された

のであるが、この判決が出た以後も、債権額を特

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

定して一部寵容判決をする裁判例ばかりであり、

現在に至るまで、このような解釈論を採用した裁

判例は、私が調査した限りでは、平成4年判決以

外にはないようである。

平成4年判決と類似する事件として、東京地判

平成9年10月15日(交民集30巻5号1483頁)があ

った。この事件も、平成4年判決と同様に、休業損

害の有無及ぴその額が争点となり、被告である被

害者が具体的な証拠を示すことなく休業損害を主

張したのに対し、原告である加害者がそれを争っ

た事件である。裁判所は、被告の収入に関係した

証拠が裁判所に一切提出きれていないからといっ

て、直ちに被告に収入がないということはできな

いとした上で、少なくとも賃金センサスの平均賃

金の約八割を基礎とした休業損害が認められるべ

きであるとして休業損害の額を確定して一部認容

判決をしたのである。平成4年判決で示された解釈

論をなぜ採用しなかったかは不明であるが、この

ように平成4年判決と利益状況が類似する事件にお

いても、平成4年判決で示された解釈論は採用きれ

なかったのである。昭和40年判決から現在に至る

裁判例の動向を見るかぎり、平成4年判決は極めて

特異な裁判例であるということがいえよう。

4 債務不存在確認訴訟と反訴の提起

裁判例の調査を行うなかで、債務不存在確認訴

訟が提起された場合、被告が当該債権についての

給付を求める反訴を提起することが稀ではないこ

とが確認された九この点について、平成5年から

現在に至るまでの裁判例を対象として、より詳細

な調査を行ったところ、半数近く(149件中73件中

49.腕)の事件において反訴の提起がなされていた。

被告からの民訴があった場合、原告が訴えの取下

げをする場合もあるが (36件)、訴えの取下げがな

されなかった場合の処理としては、訴えを却下す

るもの (12件)と、本案判決をするもの (25件)

があった。最高裁は最判平成16年3月25日(民集

回巻3号753頁)において、このような場合には、

本訴は却下すべきとしており、今後は却下すると

いう処理で統一されると考えられる九いずれにせ
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よ、債務不存在確認訴訟における請求棄却判決や

一部認容判決と異なり、給付訴訟の全部認容判決

や一部認容判決には執行力が認められるため、給

付訴訟の方がより大きな紛争解決作用を有してい

るといえる。それゆえ、給付訴訟が反訴として提

起された場合には、当該債権に関する紛争解決は

その反訴によってなされることになり、本訴たる

債務不存在確認訴訟は反訴が訴訟係属しているか

ぎり独自の存在意義を失うことになる。このよう

なことを考えると、債務不存在確認訴訟は、債権

者による給付訴訟の提起を促すための手段として

実務上機能しているという面があるということが

できるのではないだろうか加。

第3章 金銭債11不存在確寓目時限の構造に闘する

理首的検酎

第1館学説の展開

債務不存在確認訴訟に関する議論は、昭和40年

判決を契機として展開されることとなったが、そ

の出発点となったのは、井上正三教授の判例批評

である11。井上教授は、原告が債務額の上限を示し

ていなければ、原告の主張する債務額よりも債務

額が大きいと裁判所が判断した場合には、債務額

を特定することなく請求を棄却すべきであるが、

上限が示きれていた場合には、債務額を特定して

一部認容判決をすべきであるという基本的な判断

枠組を提示した上で、本件において、原告は110万

円という上限額を明示的には示していなかったが、

最高裁は、本件請求の趣旨および請求の原因なら

びに本件一件記録を参酌して、上限が示された訴

訟であると解釈したものであるとしている。井上

教授はかかる判断枠組を採用する根拠として、そ

れが原告の通常の意思である、すなわち、上限を

示した場合には一部認容判決を欲しているが、示

していない場合には棄却判決を欲していると見る

べきであることを挙げている。この井上教授の判

断枠組に対しては、賛成するものもあったへしか

し、奈良判事は上限額が示されていない場合であ

っても、その審理ないし訴訟物の範囲の限定が異
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なるものではないとして井上説を批判しへまた、

西判事14、浅生判事15、坂田教授16は、上限額が示

されていないからといって、一部認容判決を原告

が望まないとは一概には言えないとして井上説を

批判している。

このように、上限の指定の有無を判断基準とす

る井上説は多くの承認を得るには至らなかったの

であるが、井上説とその後の学説では、そもそも

問題の捉え方が異なっていると考える。井上説は

この問題を一部認容判決の可否ないし要否の問題

として捉えていたのであり、原告の意思を根拠と

してこの問題を解決しようとしたのは、一部認容

判決の可否は訴えにおいて表示された原告の意思

の解釈の問題であるとする通説的見解17によったも

のである。これに対して、その後の学説は、債権

額の特定が不要となる訴訟は、債権の存否それ自

体、あるいは帰責事由の有無それ自体に限定して

原告が確認を求めている訴訟(本稿では以下、「原

因限定型」と呼称する)であり、債権額の特定が

必要となる訴訟(以下、「通常型Jと呼称する)と

は確認を求めている対象が異なっているとした上

で、いかなる場合に、原因限定型の債務不存在確

認訴訟が提起ができるかという問題の捉え方をし

ているように思われる。

まず、奈良説は、不法行為や債務不履行による

損害賠償債権のうち、被害者においても、その債

権額を確定し得ない場合には、原因限定型を提起

すべきとする18。また、坂田説も、原因限定型の紛

争解決力の弱きを指摘した上で、これが認められ

るのは確認の利益が特に認められる場合に限られ

るとしつつ、その判断は被告たる債権者の権利行

使・立証可能性などとの関連において審査される

べきであるとしているへこれは要するに、債務不

存在確認訴訟においては被告たる債権者が損害の

発生及ぴその額についても立証責任を負うことに

鑑み、損害額の立証が困難な事案においては、そ

の立証が不要となる原因限定型に確寵の利益を肯

定すべきとの考えに基づくものと推察され、そう

であるならば、坂田説は奈良説の流れを汲むもの

であり、この問題が確認の利益の問題であること




























